
広
島
県
未
来
チ
ャ
レ
ン
ジ
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

 
 

令
和
四
年
十
一
月
四
日 

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

広
島
県
規
則
第
五
十
七
号 

広
島
県
未
来
チ
ャ
レ
ン
ジ
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

広
島
県
未
来
チ
ャ
レ
ン
ジ
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
二
十
四
年
広
島
県
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」 

と
は
新
し
い
発
想
や
手
法
に
よ
っ
て
、
物
、
情
報
、 

仕
組
み
等
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
本
県
産 

業
の
発
展
に
資
す
る
新
た
な
価
値
を
創
造
し
て
い
く 

こ
と
を
い
い
、
「
Ｄ
Ｘ
推
進
」
と
は
デ
ジ
タ
ル
技
術 

や
デ
ー
タ
活
用
に
よ
っ
て
、
本
県
産
業
の
発
展
に
資 

す
る
新
た
な
価
値
を
創
造
し
て
い
く
こ
と
を
い
う
。  

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
基
準
修
業
年
限
」
と
は
、

国
内
の
大
学
院
等
専
門
課
程
に
あ
っ
て
は
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
修
業
年
限
を
い
い
、
外
国
の
大
学
院
等
専
門
課
程

に
あ
っ
て
は
国
内
の
大
学
院
等
専
門
課
程
の
基
準
修

業
年
限
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
知
事
が
認
め
る
当

該
大
学
院
等
専
門
課
程
の
修
業
年
限
を
い
う
。
た
だ

し
、
基
準
修
業
年
限
が
三
年
を
超
え
る
場
合
は
、
そ

の
期
間
は
三
年
又
は
知
事
が
別
に
定
め
る
年
数
と
す

る
。 

一
・
二 

（
略
） 

５

（
略
） 

６

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
大
学
等
修
業
年
限
」
と
は
、 

国
内
の
次
の
課
程
（
Ｄ
Ｘ
推
進
に
寄
与
す
る
知
識
を 

習
得
す
る
も
の
と
し
て
知
事
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。

）
に
お
け
る
修
業
年
限
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
課 

程
の
修
業
年
限
が
複
数
あ
る
と
き
は
、
六
年
以
内
の 

も
の
の
う
ち
最
も
長
い
も
の
を
い
う
。 

一 

学
校
教
育
法
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る 

大
学
の
課
程 

二 

学
校
教
育
法
第
百
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る 

高
等
専
門
学
校
四
年
生
以
降
の
課
程 

第
三
条 

（
略
） 

一

（
略
） 

二 

将
来
、
県
内
に
本
店
を
有
す
る
会
社
等
、
県
内

に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
医
業
を
主
た
る
事
業

と
す
る
法
人
、
県
内
に
そ
の
行
う
事
業
に
係
る
事

務
所
、
事
業
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
（

以
下
「
事
務
所
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
主
た
る

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」 

と
は
、
新
し
い
発
想
や
手
法
に
よ
っ
て
、
物
、
情
報
、 

仕
組
み
等
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
本
県
産 

業
の
発
展
に
資
す
る
新
た
な
価
値
を
創
造
し
て
い
く 

こ
と
を
い
う
。 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
基
準
修
業
年
限
」
と
は
、

国
内
の
大
学
院
等
専
門
課
程
に
あ
っ
て
は
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
修
業
年
限
を
い
い
、
外
国
の
大
学
院
等
専
門
課
程

に
あ
っ
て
は
国
内
の
大
学
院
等
専
門
課
程
の
基
準
修

業
年
限
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
知
事
が
認
め
る
当

該
大
学
院
等
専
門
課
程
の
修
業
年
限
を
い
う
。
た
だ

し
、
基
準
修
業
年
限
が
三
年
を
超
え
る
場
合
は
、
そ

の
期
間
は
三
年
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

５

（
略
） 

第
三
条 

（
略
） 

一

（
略
） 

二 

将
来
、
県
内
に
本
店
を
有
す
る
会
社
、
県
内
に

主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
医
業
を
主
た
る
事
業
と
す

る
法
人
、
県
内
に
そ
の
行
う
事
業
に
係
る
事
務
所
、

事
業
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
（
以
下
「
事

務
所
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
主
た
る
も
の
（
以
下



も
の
（
以
下
「
主
た
る
事
務
所
等
」
と
い
う
。
）

を
置
く
個
人
事
業
者
又
は
県
外
に
本
店
を
有
す
る

会
社
等
、
県
外
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
医
業

を
主
た
る
事
業
と
す
る
法
人
若
し
く
は
県
外
に
主

た
る
事
務
所
等
を
置
く
個
人
事
業
者
の
県
内
の
支

店
、
事
務
所
若
し
く
は
事
務
所
等
（
以
下
「
県
内

企
業
等
」
と
い
う
。
）
に
就
業
（
県
内
に
本
店
、

主
た
る
事
務
所
又
は
主
た
る
事
務
所
等
を
置
い
て

事
業
を
営
む
こ
と
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
し
よ

う
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

 

第
三
条
の
二 

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
条

第
六
項
に
規
定
す
る
課
程
に
入
学
し
、
又
は
在
学
す

る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
備
え

て
い
る
も
の
（
以
下
「
大
学
生
等
」
と
い
う
。
）
は
、

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
資
金
の
貸
付
け
を
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

将
来
、
県
内
企
業
等
又
は
県
内
の
地
方
公
共
団

体
に
就
業
し
、
Ｄ
Ｘ
推
進
に
資
す
る
業
務
に
従
事

し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

二 

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
課
程
に
在
学
す
る

こ
と
と
な
る
年
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
十
八

歳
以
上
の
者
で
あ
る
こ
と
。 

三 

日
本
国
籍
を
有
す
る
者
又
は
永
住
者
若
し
く
は

特
別
永
住
者
で
あ
る
こ
と
。 

 

（
資
金
の
貸
付
期
間
、
額
及
び
利
子
等
） 

第
四
条 

資
金
の
貸
付
け
（
大
学
生
等
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
貸
付
対
象

者
の
区
分
に
応
じ
て
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
貸
付
期

間
に
お
い
て
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
費
用
の
額
の
合

計
額
を
当
該
貸
付
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（

千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
捨
て

た
額
）
又
は
月
額
十
万
円
（
外
国
の
大
学
院
等
専
門

課
程
に
あ
っ
て
は
二
十
万
円
）
の
い
ず
れ
か
低
い
額

を
限
度
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
貸
付

け
希
望
者
を
募
集
す
る
時
期
等
を
勘
案
し
て
知
事
が

必
要
と
認
め
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

知
事
は
、
修
学
生
（
第
八
条
第
三
項
又
は
第
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
の
決
定
を
受

け
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
、
県
の
会

計
年
度
に
よ
っ
て
区
分
し
た
期
間
を
そ
れ
ぞ
れ
一
期

と
し
、
そ
の
期
に
係
る
第
一
項
の
資
金
を
二
回
以
上

に
分
割
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特 

別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

第
四
条
の
二 

大
学
生
等
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
は
、

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
課
程
に
入
学
し
た
日
（

同
項
第
二
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
年
生
と
な
っ

た
日
）
の
属
す
る
月
か
ら
修
了
す
る
日
の
属
す
る
月

ま
で
の
貸
付
期
間
（
第
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る

資
金
の
貸
付
け
を
一
時
停
止
す
る
期
間
を
除
く
。
）

「
主
た
る
事
務
所
等
」
と
い
う
。
）
を
置
く
個
人
事

業
者
又
は
県
外
に
本
店
を
有
す
る
会
社
、
県
外
に
主

た
る
事
務
所
を
有
す
る
医
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る

法
人
若
し
く
は
県
外
に
主
た
る
事
務
所
等
を
置
く
個

人
事
業
者
の
県
内
の
支
店
、
事
務
所
若
し
く
は
事
務

所
等
（
以
下
「
県
内
企
業
等
」
と
い
う
。
）
に
就
業

（
県
内
に
本
店
、
主
た
る
事
務
所
又
は
主
た
る
事
務

所
等
を
置
い
て
事
業
を
営
む
こ
と
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

        

 

        

（
資
金
の
貸
付
期
間
、
額
及
び
利
子
等
） 

第
四
条 

資
金
の
貸
付
け
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
貸
付
対
象
者
の
区
分
に
応
じ
て
、
同
表
中
欄
に
掲

げ
る
貸
付
期
間
に
お
い
て
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
費

用
の
額
の
合
計
額
を
当
該
貸
付
期
間
の
月
数
で
除
し

て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
切
捨
て
た
額
）
又
は
月
額
十
万
円
（
外
国
の
大

学
院
等
専
門
課
程
に
あ
っ
て
は
二
十
万
円
）
の
い
ず

れ
か
低
い
額
を
限
度
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
貸
付
け
希
望
者
を
募
集
す
る
時
期
等
を
勘
案

し
て
知
事
が
必
要
と
認
め
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
事

情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 
 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

資
金
は
、
修
学
生
（
第
八
条
第
三
項
又
は
第
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
の
決
定
を
受

け
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
三
月
分
ず
つ
そ

の
三
月
の
最
初
の
月
に
交
付
す
る
。
た
だ
し
、
特
別

の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

         



に
お
い
て
、
月
額
五
万
円
以
内
の
額
と
す
る
。 

２ 

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
貸
付
け
に
準
用

す
る
。 

 

（
資
金
の
貸
付
申
請
） 

第
六
条 
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以

下
「
希
望
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
第
一
号

に
よ
る
申
請
書
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
希
望
者
（
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
あ
っ
て
は
、
大
学
生
等
以

外
の
者
に
限
る
。
）
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に

定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
前
条
の
募
集
要
項
で
定
め

る
受
付
期
間
内
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

一 

（
略
） 

イ
・
ロ 

（
略
） 

 
 

ハ 

住
所
が
確
認
で
き
る
書
類 

 
 

ニ 

健
康
状
態
が
確
認
で
き
る
書
類 

ホ 

（
略
） 

二 

貸
付
申
請
書
の
提
出
の
際
に
、
大
学
院
等
専
門

課
程
の
入
学
試
験
に
合
格
し
て
い
る
希
望
者
（
次

号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
） 

 
 

イ
・
ロ 

（
略
） 

 

三 

（
略
） 

四 

貸
付
申
請
書
の
提
出
の
際
に
、
第
二
条
第
六
項 

第
一
号
に
規
定
す
る
課
程
の
入
学
試
験
に
合
格
し 

て
い
る
希
望
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
） 

イ 

第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類 

ロ 

合
格
し
た
学
校
の
学
校
長
の
推
薦
状 

五 

貸
付
申
請
書
の
提
出
の
際
に
、
第
二
条
第
六
項 

に
規
定
す
る
課
程
に
在
学
し
て
い
る
希
望
者 

第 

三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類 

２ 

（
略
） 

 

（
資
金
の
貸
付
け
の
決
定
等
） 

第
八
条 

知
事
は
、
第
六
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号

及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
希
望
者
か
ら
同
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
書
類
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該

書
類
を
審
査
し
、
必
要
に
応
じ
て
面
接
そ
の
他
の
方

法
を
併
用
し
て
選
考
を
行
っ
た
上
で
、
当
該
希
望
者

が
申
請
書
に
記
載
し
た
大
学
院
等
専
門
課
程
に
在
学

し
た
場
合
に
は
資
金
を
貸
し
付
け
る
か
ど
う
か
を
決

定
し
、
貸
し
付
け
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
は
、
そ
の

旨
を
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
希
望

者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

二 

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け

る
者
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

費
用
の
額
を
証
す
る
書
類 

三 

（
略
） 

３
・
４ 

（
略
） 

 第
九
条 

知
事
は
、
第
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
五

号
に
掲
げ
る
希
望
者
か
ら
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
書
類
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
書
類
を
審

    

（
資
金
の
貸
付
申
請
） 

第
六
条 

資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以

下
「
希
望
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
第
一
号

に
よ
る
申
請
書
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
希
望
者
の
区

分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、

前
条
の
募
集
要
項
で
定
め
る
受
付
期
間
内
に
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

一 

（
略
） 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 

住
民
票
の
写
し 

ニ 

健
康
診
断
書 

ホ 

（
略
） 

二 

貸
付
申
請
書
の
提
出
の
際
に
、
大
学
院
等
専
門

課
程
の
入
学
試
験
の
合
否
が
判
明
し
て
い
る
希
望

者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
） 

 
 

イ
・
ロ 

（
略
） 

 

三 

（
略
） 

        

２ 

（
略
） 

 

（
資
金
の
貸
付
け
の
決
定
等
） 

第
八
条 

知
事
は
、
第
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

号
に
掲
げ
る
希
望
者
か
ら
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
書
類
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
書
類
を
審

査
し
、
必
要
に
応
じ
て
面
接
そ
の
他
の
方
法
を
併
用

し
て
選
考
を
行
っ
た
上
で
、
当
該
希
望
者
が
申
請
書

に
記
載
し
た
大
学
院
等
専
門
課
程
に
在
学
し
た
場
合

に
は
資
金
を
貸
し
付
け
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
、
貸

し
付
け
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
別
記

様
式
第
三
号
に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
希
望
者
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

第
四
条
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
費
用
の

額
を
証
す
る
書
類 

 

三 

（
略
） 

３
・
４ 

（
略
） 

 

第
九
条 

知
事
は
、
第
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る

希
望
者
か
ら
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
の
提

出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
書
類
を
審
査
し
、
必
要



査
し
、
必
要
に
応
じ
て
面
接
そ
の
他
の
方
法
を
併
用

し
て
選
考
を
行
っ
た
上
で
、
資
金
を
貸
し
付
け
る
か

ど
う
か
を
決
定
し
、
貸
し
付
け
る
こ
と
と
し
た
場
合

は
、
そ
の
金
額
を
決
定
し
、
そ
の
旨
を
別
記
様
式
第

四
号
に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
希
望
者
に
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

 

（
資
金
の
貸
付
け
の
中
止
） 

第
十
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

第
三
条
各
号
又
は
第
三
条
の
二
の
要
件
を
欠
く

に
至
っ
た
と
き
。 

 

三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
資
金
の
返
還
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知

事
は
、
第
六
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ

る
希
望
者
と
し
て
資
金
の
貸
付
決
定
を
受
け
た
修
学

生
（
第
十
五
条
第
七
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
「
大

学
等
修
学
生
」
と
い
う
。
）
に
特
別
の
事
情
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
返

還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
資
金
の
返
還
の
免
除
） 

第
十
五
条 

（
略
） 

２
―
６ 

（
略
） 

７ 

大
学
等
修
学
生
（
県
内
の
地
方
公
共
団
体
に
就
業

し
た
者
を
除
く
。
）
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項

第
一
号
中
「
適
用
修
業
年
限
」
と
あ
る
の
は
「
大
学

等
修
業
年
限
」
と
、
同
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定

中
「
県
内
企
業
等
に
就
業
」
と
あ
る
の
は
「
県
内
企

業
等
に
就
業
し
、
Ｄ
Ｘ
推
進
に
資
す
る
業
務
に
従
事

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

８ 

県
内
の
地
方
公
共
団
体
に
就
業
し
た
大
学
等
修
学

生
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
第
一
号
中
「
適
用

修
業
年
限
」
と
あ
る
の
は
「
大
学
等
修
業
年
限
」
と
、

同
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
県
内
企
業
等
に

就
業
」
と
あ
る
の
は
「
県
内
の
地
方
公
共
団
体
の
Ｄ

Ｘ
推
進
に
資
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
採

用
さ
れ
勤
務
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
九
条 

（
略
） 

 

（
委
任
規
定
） 

第
二
十
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
資
金

の
貸
付
け
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定

め
る
。 

に
応
じ
て
面
接
そ
の
他
の
方
法
を
併
用
し
て
選
考
を

行
っ
た
上
で
、
資
金
を
貸
し
付
け
る
か
ど
う
か
を
決

定
し
、
貸
し
付
け
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
そ
の
金

額
を
決
定
し
、
そ
の
旨
を
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る

通
知
書
に
よ
り
希
望
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

（
略
） 

 

（
資
金
の
貸
付
け
の
中
止
） 

第
十
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

第
三
条
各
号
の
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
と
き
。 

  

三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
資
金
の
返
還
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

        

（
資
金
の
返
還
の
免
除
） 

第
十
五
条 

（
略
） 

２
―
６ 

（
略
） 

               

第
十
九
条 

（
略
） 

  

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。



 

 

改 正 後 改 正 前 
 

（別記） 
様式第１号（第６条関係） 

 
様式第４号（第８条・第９条関係） 

 

広島県未来チャレンジ資金貸付決定通知書 
年  月  日 

          様 

広島県知事 

      年   月   日付けで申請のあった広島県未来チャレンジ資金の貸付け

については，次のとおり決定しました。 

 ついては，連帯保証人が連署（保証人が法人の場合にあっては，代表者が連署）した

借用書等を，     年   月   日までに提出してください。 

  

（略） 

 
 

広島県未来チャレンジ資金貸付申請書 

   

  （略） 
 

（略） 

連
帯
保
証
人 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

注 （略） 

 
（別記） 
様式第１号（第６条関係） 

 
様式第４号（第８条・第９条関係） 

 

広島県未来チャレンジ資金貸付決定通知書 
年  月  日 

          様 

広島県知事 

      年   月   日付けで申請のあった広島県未来チャレンジ資金の貸付け

については，次のとおり決定しました。 

 ついては，保証人が連署（保証人が法人の場合にあっては，代表者が連署）した借用

書等を，     年   月   日までに提出してください。 

  

（略） 

  
 

広島県未来チャレンジ資金貸付申請書 

   

  （略） 
 

（略） 

保

証

人 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

注 （略） 



 

 

  
様式第６号（第10・11条関係） 

広島県未来チャレンジ資金貸付 
中止 

停止 
通知書 

 

（略） 

 

（略） （略） 

修 学 先 の 名 称                              

（略） 

注 （略） 

 

 
様式第７号（第12条関係） 

広島県未来チャレンジ資金貸付辞退申出書 

 

（略） 

 

（略） （略） 

修 学 先 の 名 称                           

（略） 

注 （略） 

 

 
様式第６号（第10・11条関係） 

広島県未来チャレンジ資金貸付 
中止 

停止 
通知書 

 

（略） 

 

（略） （略） 

修 学 先 の 名 称         大学院     研究科     専攻 

（略） 

注 （略） 

 
  
様式第７号（第12条関係） 

広島県未来チャレンジ資金貸付辞退申出書 

 

（略） 

 

（略） （略） 

修 学 先 の 名 称         大学院     研究科     専攻 

（略） 

注 （略） 

 



 

 

 
様式第11号（第15条関係） 

就 業 証 明 書 
 

（略） 

 

（略） 

貸 付 決 定 番 号 （略） 

職 名                             

業 務 内 容                             

（略） 

注 （略） 
 

 
様式第11号（第15条関係） 

就 業 証 明 書 
 

（略） 

 

（略） 

貸 付 決 定 番 号 （略） 

  

  

（略） 

注 （略） 
 



  

附 

則 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 




